
別
記
第
二
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）（

教
育
職
員
）（
専
修
）（
一
種
）（
二
種
）
免
許
状

本
籍
地

氏

名

（
旧

姓
）

（
通
称
名
）

年

月

日
生

右
の
者
は
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
第
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
）（
教
育
職

員
）（
専
修
）（
一
種
）（
二
種
）
免
許
状
を
授
与
す
る
。

（
記
）

年

月

日

授

与

権

者

印

（
番
号
）

授
与
条
件

備
考

免
許
法
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
備
考
の
規
定
は
、
こ
の
様
式
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一
条

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
教
員
資
格
認
定
試
験
（
以
下
「
認
定
試
験
」
と

い
う
。）に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

第
一
条

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
教
員
資
格
認
定
試
験
（
以
下「
認
定
試
験
」

と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
イ
）
単
位
の
修
得
を
条
件
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
修
得
科
目
の
種
類
及
び
そ
の
単
位
数
、
修
得
し
た
学

校
又
は
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
名
称

（
ウ
）
学
校
又
は
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
卒
業
又
は
修
了
を
条
件
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
学
校
又
は

そ
の
他
の
教
育
機
関
（
学
部
、
学
科
等
を
含
む
。）の
名
称
、
卒
業
又
は
修
了
の
年
月
日

（
エ
）
教
員
資
格
認
定
試
験
の
合
格
を
条
件
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施
機
関
、
合
格
証
書
の
番
号

及
び
年
月
日

（
オ
）
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
に
あ
つ
て
は
、
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
行
つ
た
年
月
日
（
特

別
支
援
教
育
領
域
ご
と
に
記
入
す
る
。）

（
カ
）
そ
の
他
授
与
権
者
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
事
項

二

免
許
状
の
書
換
え
又
は
再
交
付
の
場
合
は
、
そ
の
旨
並
び
に
書
換
え
又
は
再
交
付
の
年
月
日
及
び
そ
の
理
由
を

記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

三

授
与
条
件
に
つ
い
て
は
、
免
許
状
の
裏
面
に
記
載
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

別
記
第
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
教
員
資
格
認
定
試
験
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

教
員
資
格
認
定
試
験
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
文
部
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

（
免
許
状
更
新
講
習
規
則
等
の
廃
止
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
省
令
は
廃
止
す
る
。

一

免
許
状
更
新
講
習
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）

二

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
期
間
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
文
部
科
学
省
令
第
二

十
六
号
）

三

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
又
は
ま
ん
延
に
伴
う
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
の
二
第
三
項
及
び
教
育

職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
期
間
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
二
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
五
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
免
許
状
更
新
講
習
の
評
価
及
び
当
該
評
価
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
免
許
状
更
新
講
習
に
係
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
免
許
状
更
新

講
習
規
則
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
運
営
状
況
、
効
果
等
に
つ
い
て
の
評
価
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該

評
価
結
果
の
文
部
科
学
大
臣
へ
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
別
記
第
二
号
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
六
号

年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
五
条
第
四
項
（
同
法
第
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基

づ
き
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年

労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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